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１　人口動向　-　①将来人口推計(全国、関西圏、大阪府）
資料1-①
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資料：総務省「国勢調査報告」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来人口推計(H19年5月推計）」から作成。

　　　　注　関西圏：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県（2府４県）
　　　　　　　　増減率：前期と比較した場合の増減割合
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１　人口動向－　②高齢者比率の推移（全国、関西圏、大阪府）

実績値 推計値

資料：総務省「国勢調査報告」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来人口推計(平成19年5月推計）を元に作成。
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（福岡県のホームページなどから作成） 

地域の施策 

環境の変化 

契機となった工場立地 

日産自動車㈱九州工場 

・1976 年生産開始 

・従業員数 約 4,600 人 

・生産台数 50 万台 

トヨタ自動車九州㈱宮田工場ほか 

・1992 年生産開始 

・従業員数 約 2,100 人 

・生産台数 43 万台 

 

ダイハツ車体㈱大分工場 

・2004 年生産開始 

・従業員数 約 1,000 人 

・生産台数 12 万台 

・工場再編の進展（旧来の拠点か

ら国内最新鋭工場へのシフト） 

・部品調達におけるコスト競争の

激化（「系列」のゆるみ＝九州の

地場企業にもチャンス） 

・発展するアジアの自動車産業 

・成長著しい中国、ロシア市場 

（新しい輸出拠点としての期待） 

・港湾施設など関連インフラの整

備 

・都市に近接する国際空港（福岡） 

・関連企業の誘致と地場産業の参

入促進 

「カーアイランド九州」の

実現 

 

・生産台数１００万台達成 

・自動車関連企業の集積 

・他産業（半導体製造）と

の融合 

 

 

 

広域的な施策目標の設定 

 

・生産台数 １５０万台 

・地元調達率７０％ 

・アジアの最先端拠点 

・次世代車の開発拠点 

２ 自立した経済発展をめざす地域 －①北部九州の自動車産業 
付
属
資
料
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自動車部品の貿易相関図（1998年）            単位：100万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車部品の貿易相関図（2000年）            単位：100万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九州の韓国・中国との自動車部品貿易（単位：100万円） 

 年 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 00/93の増減率 

韓国 496 689 545 331 520 487 1429 1596 221.8% 輸出 

中国 16 17 15 49 69 1 29 197 1131.5% 

韓国 350 520 560 429 671 701 890 734 109.7% 輸入 

中国 0 0 0 0.4 8 67 105 113 - 

九 州 韓 国 

中 国 

九 州 韓 国 

中 国 

67 1 

487 

701 

247 
980 

113 197 

1596 

734 

2240 
4809 

出典：九州経済産業局「九州アジア国際化レポート2001」 

 

付属資料2-② 

２ 自立した経済発展をめざす地域 

－ ②九州・韓国・中国の自動車部品貿易の推移 



＊道州制導入による役割分担の変更イメージ図

現 在 道州制

都道府県

市町村

国

道 州

市 町 村

国

外交、防衛など国の存立・国
家戦略に係る役割に集中

広域的な社会資本整備、産
業振興、環境保全に軸足を

おく

住民に身近な行政を総合的

に担う

３ 国・道州・市町村の役割分担のイメージ資料
付
属
資
料
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〔第２８次地方制度調査会第２４回 専門小委員会資料(H17.6.27)〕



国・道州・市町村の役割分担のイメージ

〔第２８次地方制度調査会 第３６回専門小委員会資料(H18.1.13)より作成〕

• 学級編成、教職員定数の決定

• 公立小中学校の設置・管理

• 教職員の任免、給与決定

（市町村のみで実施）• 学級編成、教職員定数の標

準の設定

教育・文化

（義務教育）

• 上乗せ規制基準の設定

• 規制事務の実施

• 常時監視

• 規制基準（排出基準）の設定

• 総量削減計画の策定

• 規制事務の実施

• 環境基準（最低基準）の設定

• 道州に対する勧告、緊急時におけ
る指示

環境

（大気汚染防止）

• 介護保険の実施

• 介護老人保健施設の開設許可

• 養護老人ホームの設置認可・監督

• 介護事業者の指定• 要介護認定、介護給付等の基準
設定

健康・福祉

（老人福祉）

• 無料職業紹介

（道州の施策と連携する）

• 無料職業紹介• 基本的な枠組整備雇用・労働

（職業安定）

（道州のみで実施）• 許可基準の策定

• 許可事務の実施

•基本的な枠組整備交通・通信

（貨物自動車運

送事業の許可）

• 商店街整備計画の認定

• 各種支援事業の実施

（市町村のみで実施）• 基本的な枠組整備産業経済

（商店街整備）

• 一般国道の管理（地域完結）

• 都道府県道の管理（地域完結）

• 市町村道の管理

• 高速自動車国道の設置管理（原則）

• 一般国道の管理（広域）

• 都道府県道の管理（広域）

• 高速自動車国道の設置管理（基
幹的なもの）

• 一般国道の管理

（基幹的なもの）

社会資本整備

（道路の管理）

市町村道州国行政分野

（事務例）



人口（2005年）　※2006年 ＧＤＰ（2005年） 面積

国　名 人口（万人） 国　名 GDP（名目、億米$） 国　名 面積（万k㎡）

日本 12,776 日本 45,576 フランス 54.7
ドイツ※ 8,249 ドイツ 27,914 スペイン 50.5
フランス※ 6,310 イギリス 22,436 スウェーデン 45.0
イギリス 5,967 フランス 21,364 日本 37.8
イタリア※ 5,874 イタリア 17,697 ドイツ 35.7
韓国 4,782 スペイン 11,297 フィンランド 33.8
スペイン※ 4,348 東京都 8,147 マレーシア 33.0
南関東 2,830 韓国 7,914 イタリア 30.1
マレーシア 2,535 関西 7,124 イギリス 24.3
関西 2,089 オランダ 6,329 韓国 10.0
オランダ 1,630 東海 5,932 ポルトガル 9.2
北関東 1,623 北関東 4,905 オーストリア 8.4
東海 1,502 南関東 4,795 北海道 8.3
九州 1,335 九州 3,929 東北 6.4
東京都 1,257 ベルギー 3,755 デンマーク 4.3
ポルトガル 1,049 スイス 3,724 オランダ 4.2
ベルギー 1,042 スウェーデン 3,574 スイス 4.1
東北 963 オーストリア 3,051 九州 4.0
スウェーデン 904 東北 2,916 北関東 3.5
オーストリア 819 中国 2,627 中国 3.2
中国 768 デンマーク 2,588 ベルギー 3.1
スイス 725 フィンランド 1,954 東海 2.8
北海道 563 北陸 1,945 関西 2.7
北陸 554 ポルトガル 1,851 北陸 2.2
デンマーク 543 北海道 1,743 四国 1.9
フィンランド 525 マレーシア 1,308 南関東 1.4
シンガポール 433 四国 1,192 沖縄県 0.2
四国 409 シンガポール 1,168 東京都 0.2
沖縄県 136 沖縄県 315 シンガポール 0.1

＜地域ブロックの構成府県＞

北海道 東京都 ―
鳥取県、島根県、岡山
県、広島県、山口県

東北 北陸
新潟県、富山県、石川
県、福井県

徳島県、香川県、愛媛
県、高知県

北関東 東海
岐阜県、静岡県、愛知
県、三重県

福岡県、佐賀県、長崎
県、熊本県、大分県、宮
崎県、鹿児島県

南関東 関西
滋賀県、京都府、大阪
府、兵庫県、奈良県、和
歌山県

―

中国

四国

九州

沖縄県

―

青森県、岩手県、秋田県、
宮城県、山形県、福島県

茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、長野県

千葉県、神奈川県、山梨県

　４各道州の経済力
　　－①我が国の地域ブロックの諸外国との比較（人口・ＧＤＰ）

   資料4-①

出典：内閣府ＨＰ国民経済計算統計資料、県民経済計算統計資料、その他外務省ＨＰ　など



４各道州の経済力　－②各ブロックの財政需要と地方税源の充足度
＊ブロックは28次地方制度調査会答申の区割案のうち11ブロックによるもの

各都道府県 基準財政収入額(A) 基準財政需要額(B) 充足度(A/B) ブロック 基準財政収入額 基準財政需要額 充足度

北海道 427,599,989 1,131,436,691 37.8 北海道 427,599,989 1,131,436,691 37.8

青森県 94,747,493 326,567,826 29.0 東北 713,006,550 1,987,967,545 35.9

岩手県 99,062,826 335,520,269 29.5

秋田県 77,890,289 283,175,374 27.5

宮城県 185,570,521 366,812,012 50.6

山形県 89,539,016 275,244,116 32.5

福島県 166,196,405 400,647,948 41.5

茨城県 266,550,537 448,926,066 59.4 北関東 1,338,049,925 2,272,608,618 58.9

栃木県 195,033,760 329,875,590 59.1

群馬県 174,596,079 319,388,546 54.7

埼玉県 525,512,308 763,005,075 68.9

長野県 176,357,241 411,413,341 42.9

千葉県 453,423,142 670,525,079 67.6 南関東 3,133,767,239 3,300,618,152 94.9

神奈川県 727,722,902 849,849,496 85.6 （東京含む）

山梨県 80,308,576 203,185,310 39.5

東京都 1,872,312,619 1,577,058,267 118.7

新潟県 196,048,497 486,276,768 40.3 北陸 463,205,065 1,151,359,803 40.2

富山県 92,911,954 229,682,666 40.5

石川県 99,519,929 237,336,883 41.9

福井県 74,724,685 198,063,486 37.7

岐阜県 168,205,048 356,810,153 47.1 東海 1,461,659,235 2,053,075,336 71.2

静岡県 351,998,377 518,940,139 67.8

愛知県 770,998,988 858,101,089 89.8

三重県 170,456,822 319,223,955 53.4

滋賀県 116,027,238 232,163,088 50.0 関西 1,674,218,890 2,942,740,759 56.9

京都府 187,889,864 378,166,728 49.7

大阪府 790,366,809 1,068,219,702 74.0

兵庫県 413,402,134 792,526,521 52.2

奈良県 94,408,727 238,433,161 39.6

和歌山県 72,124,118 233,231,559 30.9

鳥取県 44,586,832 170,631,726 26.1 中国 601,249,898 1,470,039,526 40.9

島根県 52,473,929 233,625,670 22.5

岡山県 153,754,712 330,875,857 46.5

広島県 227,171,623 433,218,182 52.4

山口県 123,262,802 301,688,091 40.9

徳島県 66,633,379 205,569,117 32.4 四国 304,135,511 903,089,751 33.7

香川県 81,843,404 196,030,821 41.8

愛媛県 105,150,450 281,114,099 37.4

高知県 50,508,278 220,375,714 22.9

福岡県 382,443,939 657,504,021 58.2 九州 943,239,335 2,445,421,544 38.6

佐賀県 63,019,548 198,998,226 31.7

長崎県 86,682,999 317,669,974 27.3

熊本県 130,618,842 347,534,267 37.6

大分県 88,724,647 267,487,303 33.2

宮崎県 76,473,921 263,079,275 29.1

鹿児島県 115,275,439 393,148,478 29.3

沖縄県 77,259,494 263,411,135 29.3 沖縄 77,259,494 263,411,135 29.3

全国計 11,137,391,131 19,921,768,860 55.9 11,137,391,131 19,921,768,860 55.9

5.3 3.2

基準財政収入額、基準財政需要額ともに都道府県分のみ（平成１７年度）

充足度の格差＝最大（東京都）／最小（島根） 充足度の格差＝最大（南関東）／最小（沖縄）

資料4-②



　５　関西２府７県の財政状況に関する現状　－①決算状況（平成14年度～17年度）           （単位：千円）

実質収支
歳　　入 歳　　出 (Ａ)－(Ｂ)

(Ｃ) 　　　　　　　(D)
H14年 531,059,485 516,027,933 15,031,552 13,009,089 2,022,463 22.6 239,791,597 0.8 13.0 88.0 0.33503

H15年 516,119,938 502,469,237 13,650,701 11,002,256 2,648,445 23.1 218,352,305 1.2 12.6 85.7 0.33578

H16年 505,955,118 496,136,770 9,818,348 7,185,730 2,632,618 24.8 211,608,997 1.2 13.3 89.9 0.32574

H17年 492,422,494 484,889,880 7,532,614 5,115,245 2,417,369 24.5 219,234,049 1.1 13.7 92.1 0.34193

H14年 754,044,849 729,030,656 25,014,193 21,257,107 3,757,086 21.7 386,060,284 1.0 12.6 89.4 0.45446

H15年 717,608,797 697,986,148 19,622,649 14,894,848 4,727,801 21.0 363,672,106 1.3 12.3 85.7 0.45440

H16年 689,864,748 664,614,137 25,250,611 17,297,762 7,952,849 20.5 353,740,619 2.2 11.7 90.5 0.46578

H17年 694,960,326 670,968,579 23,991,747 18,502,676 5,489,071 20.0 368,152,772 1.5 11.7 91.4 0.48989

H14年 za 555,948,567 10,000,937 9,551,025 449,912 20.1 285,868,617 0.2 12.0 93.2 0.45369

H15年 550,798,403 541,396,266 9,402,137 9,117,556 284,581 19.3 261,592,558 0.1 12.0 83.6 0.44500

H16年 523,659,098 513,966,533 9,692,565 9,464,938 227,627 20.2 255310967 0.1 12.4 88.1 0.44246

H17年 498,218,660 491,506,719 6,711,941 6,600,545 111,396 19.8 265,489,646 0.0 12.3 89.1 0.44908

H14年 827,723,401 822,247,684 5,475,717 5,277,683 198,034 16.6 444,926,258 － 10.1 94.1 0.49871

H15年 797,112,289 789,950,643 7,161,646 6,873,746 287,900 17.0 408,939,005 0.1 9.9 88.6 0.48788

H16年 811,384,108 804,538,905 6,845,203 6,494,912 350,291 17.1 407,518,003 0.1 10.0 92.8 0.47986

H17年 852,209,356 843,175,348 9,034,008 8,558,799 475,209 15.5 430,849,608 0.1 9.8 86.9 0.48049

H14年 2,710,705,2192,720,339,476 △ 9,634,257 26,575,433△ 36,209,690 19.7 1,252,547,809 △ 2.9 13.9 106.9 0.71086

H15年 2,601,632,6342,603,108,635 △ 1,476,001 29,116,127△ 30,592,128 17.8 1,170,330,975 △ 2.6 13.9 101.1 0.69793

H16年 2,650,285,8692,652,993,474 △ 2,707,605 20,956,638△ 23,664,243 17.3 1,194,429,387 △ 2.0 13.6 100.6 0.69080

H17年 2,629,315,9582,633,213,405 △ 3,897,447 16,375,894△ 20,273,341 16.1 1,299,631,970 △ 1.6 12.0 98.6 0.70911

H14年 2,066,253,2272,051,242,308 15,010,919 13,729,530 1,281,389 22.0 894,306,286 0.1 13.5 94.7 0.48941

H15年 2,111,897,3832,100,376,131 11,521,252 10,876,759 644,493 22.8 848,963,730 0.1 14.2 92.9 0.47769

H16年 2,105,278,2362,091,350,973 13,927,263 12,911,807 1,015,456 22.2 844,949,747 0.1 14.7 92.6 0.46948

H17年 2,646,630,3692,635,387,262 11,243,107 10,670,827 572,280 22.2 908,868,164 0.1 14.5 94.0 0.48664

H14年 534,001,092 523,069,755 10,931,337 10,809,481 121,856 22.0 278,332,877 － 12.1 90.0 0.33251

H15年 526,240,318 517,045,915 9,194,403 9,080,009 114,394 24.5 255,526,020 － 13.3 89.1 0.32784

H16年 490,456,077 483,039,812 7,416,265 7,309,127 107,138 23.2 251,777,156 0.0 12.8 92.4 0.33309

H17年 478,275,687 471,557,002 6,718,685 6,620,495 98,190 21.7 264,081,532 0.0 12.7 93.1 0.35709

H14年 559,521,618 544,905,953 14,615,665 12,525,867 2,089,798 22.4 275,755,883 0.8 12.2 87.0 0.24530

H15年 569,360,452 555,287,919 14,072,533 11,955,217 2,117,316 22.3 255,344,067 0.8 11.4 85.9 0.25151

H16年 521,882,752 511,512,896 10,369,856 8,055,874 2,313,982 22.0 243,438,748 1.0 11.0 89.8 0.25943

H17年 512,479,280 503,152,800 9,326,480 7,434,136 1,892,344 21.0 252,273,993 0.8 10.3 91.8 0.28137

H14年 597,707,901 568,994,451 28,713,450 27,387,181 1,326,269 21.9 243,526,355 0.5 11.1 86.7 0.26493

H15年 561,164,693 535,246,196 25,918,497 25,564,334 354,163 23.4 224,006,177 0.2 11.4 87.4 0.28612

H16年 547,737,511 521,053,217 26,684,294 26,178,963 505,331 24.5 215,967,679 0.2 12.6 93.0 0.29393

H17年 547,695,131 518,549,001 29,146,130 28,810,641 335,489 25.3 223,866,913 0.1 13.9 95.0 0.30852

2府4県 H17年 7,617,129,3107,577,992,536 39,136,774 56,260,696△ 17,123,922 ― 3,421,194,913 ― ― ― ―

２府７県 H17年 9,352,207,2619,252,399,996 99,807,265 108,689,258 △ 8,881,993 ― 4,232,448,647 ― ― ― ―

注　・各年度の歳入に含まれる地方消費税は、都道府県間の清算を行った後の額である。したがって、地方消費税清算金は歳入、歳出いずれにも計上されない。
　　　・合計欄の比率及指数は、全て単純平均である。 出典：総務省ＨＰ「地方財政」

経常収支
比率(%)

財政力
指数

年度府県名
翌年度に繰り
越すべき財源

(Ｂ)

歳入歳出差引
(Ａ)

公債費負
担比率

実質収支比率
(C)/(D)×

100(%)

標準財政規模 起債制限
比率(%)

大阪府

福井県

三重県

滋賀県

京都府

徳島県

和歌山県

兵庫県

奈良県

付
属
資
料
５
-
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府県税 市町村税 地方税 個人住民税 法人二税 地方消費税 固定資産税 地方たばこ税 不動産取得税 自動車税 軽油引取税

（清算後） （府県分含） （市町村＋府県分）

102,624 122,347 224,971 43,150 48,361 16,457 66,524 6,939 2,357 13,685 9,209

税額(円） 124,988 149,009 273,996 52,554 58,900 20,043 81,021 8,451 2,871 16,667 11,216

指数 104.3 96.7 100.0 82.0 89.7 99.8 115.8 95.8 76.5 120.8 131.2

227,884 256,658 484,542 105,328 133,874 33,455 128,704 15,153 6,096 30,243 23,550

税額(円） 122,686 138,177 260,863 56,706 61,889 18,011 69,291 8,158 3,282 16,282 12,679

指数 102.4 89.7 95.2 88.5 94.3 89.7 99.6 92.5 87.5 118.0 148.3

156,004 194,173 350,177 79,071 80,851 23,575 93,666 15,167 4,736 19,958 14,324

税額(円） 114,256 142,210 256,466 57,911 59,215 17,266 68,600 11,108 3,469 14,617 10,491

指数 95.3 92.3 93.6 90.4 90.2 86.0 98.6 126.0 92.5 106.0 122.7

299,895 387,094 686,989 160,283 166,682 54,923 173,701 22,252 10,369 30,210 14,699

税額(円） 116,853 150,830 267,684 62,454 64,947 21,401 67,682 8,670 4,040 11,771 5,727

指数 97.5 97.9 97.7 97.5 99.0 106.6 95.9 98.3 107.7 85.3 67.0

1,113,377 1,500,690 2,614,067 557,507 715,344 189,321 659,823 89,532 43,077 90,288 47,899

税額(円） 128,510 173,215 301,726 64,350 82,568 21,852 76,160 10,334 4,972 10,421 5,529

指数 107.2 112.4 110.1 100.4 125.8 108.8 109.4 117.2 132.5 75.5 64.7

573,397 851,410 1,424,807 367,048 267,624 100,910 395,247 43,983 21,509 67,709 38,633

税額(円） 102,819 152,670 255,489 65,817 47,988 18,095 70,874 7,887 3,857 12,141 6,927

指数 85.8 99.1 93.3 102.7 73.1 90.1 101.9 89.4 102.8 88.0 81.0

118,165 170,690 288,855 94,404 42,407 21,227 72,668 9,810 3,528 18,273 6,513

税額(円） 82,612 119,333 201,945 65,999 29,648 14,840 50,804 6,858 2,467 12,775 4,553

指数 68.9 77.4 73.7 103.0 45.2 73.9 72.9 77.8 65.8 92.6 53.3

88,356 123,391 211,747 48,745 36,143 18,141 61,763 9,000 2,943 13,158 6,572

税額(円） 83,232 116,236 199,468 45,918 34,047 17,089 58,181 8,478 2,772 12,395 6,191

指数 69.4 75.4 72.8 71.2 51.9 85.1 83.2 96.1 73.9 89.9 72.4

85,162 103,895 189,058 38,516 43,099 15,288 54,662 6,854 2,258 11,831 7,612

税額(円） 104,324 127,272 231,598 47,183 52,797 18,728 66,961 8,396 2,766 14,493 9,325

指数 87.0 82.6 84.5 73.6 80.5 93.3 96.2 95.2 73.7 105.1 109.1

(注）　・人口1人当たり指数は、全国平均を100とした数値で、平成18年3月31日現在の住民基本台帳人口によった。
        ・個人住民税の税収額は、個人府県民税（均等割及び所得割）及び個人市町村民税（均等割及び所得割）の合計額である。

　　　・各項目ごとに四捨五入しており、合計が一致しないことがある。　　　　出典：総務省ＨＰ「平成１７年度地方税に関する参考計数資料」

        ・法人二税の税収額は、法人府県民税、法人市町村民税及び法人事業税の合計額である。
        ・固定資産税の税収額は、府県分を含む。

　　　・府県が徴収した府県民税利子割・ｊ配当割・株式等譲渡所得割、地方消費税、ゴルフ場利用税、特別地方消費税、自動車取得税及び軽油引取税はそのまま府県税収入とし、利子割交付金、
　　　　配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、特別地方消費税交付金、自動車取得税交付金及び軽油引取税交付金は控除していない。

府県名

税額（百万円）

一人当
たり

　５　関西２府７県の財政状況に関する現状　－②主要税目の収入額等の状況（平成17年度）

区分

税額（百万円）

一人当
たり

税額（百万円）

一人当
たり

税額（百万円）

一人当
たり

大阪府

福井県

三重県

滋賀県

京都府

徳島県

和歌山県

兵庫県

奈良県

一人当
たり

税額（百万円）

税額（百万円）

一人当
たり

一人当
たり

税額（百万円）

一人当
たり

税額（百万円）

一人当
たり

税額（百万円）
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　５　関西２府７県の財政に関する現状　－③地方債及び公営企業現在高の状況（平成17年度）

出典：総務省ＨＰ「地方財政」
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地方債現在高 783,861 955,717 890,072 1,318,765 4,297,239 3,572,182 976,120 712,931 974,365 

企業債現在高 79,847 175,914 105,139 94,725 760,875 462,892 128,643 41,791 47,595 
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付属資料６ 外国の財政調整制度の例 

 

① ドイツ 

② 英国 

③ カナダ 

④ フランス 

⑤ オーストラリア 
 
 
 
 
             
 
 

 
 

 

参考文献： 

（財）自治体国際化協会刊行物「ドイツの地方自治」 

（財）自治体国際化協会編，半谷俊彦著「ドイツの財政調整制度の現状について」（2006年） 

（財）自治体国際化協会編，兼村高文著「英国（イングランド）の財政調整制度について（2007年） 

（財）自治体国際化協会編，青木宗明著「フランスの地方財政調整：財源保障と財政調整」（2007年） 

（財）自治体国際化協会シドニー事務所刊行物「オーストラリアの概況及び地方行政事情」（2006年） 

財務省 財政制度等審議会「財政制度分科会海外調査報告書」（2007年）  ほか 
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共同税 

法人税、所得税 

連邦税 

(鉱油税、タバコ税、保険税、

電気税等) 

市町村税 

(営業税、不動産税税等) 
売上税 

 

連邦政府 

 

Ｃ州政府 

 

Ｂ州政府 

 

Ａ州政府 

□売上税収の州間配分： 

州の取り分の 1/4を財政力の弱い

州へ優先的に配分。 

□州間財政調整： 

財政力の強い州から財政力の弱い州に対して、調整交付金を交付。 

＊財政力測定値(ａ)＝州税収＋市町村税収×0.64 

＊調整額測定値(ｂ)＝州民1人あたりの連邦平均税収×州補正人口 

ａ＞ｂ＝調整負担金を拠出 

ａ＜ｂ＝調整交付金を受け取る 

＊連邦全体でみた場合、財政力測定値と調整額測定値の合計が等し

くなるように計算。 

■連邦補充交付金： 

財政力の弱い州に連邦がその

固有財源から給付。 

一般的な財政力不足を補う「不

足額連邦補充交付金」と特別な

需要を補償するための特別交

付金がある。 

６ 外国の財政調整制度の例 －①ドイツ 〔■ 垂直的調整、 □ 水平的調整〕(数字は2003年度の推計総額 単位：100万ユーロ) 

市町村 

市町村 

市町村 

法人税と所得税：市町村の取り

分を除き、連邦と州の取り分は

憲法で規定。 

 

■売上税：連邦・州・市町村の取り

分を連邦法で規定。必要に応じて改

正し、垂直的財政調整に活用。 

 

州税 

(自動車税、不動産取得税、

相続・贈与税、競馬・宝く

じ税等) 

□市町村間の水平的配分： 

①所得税の市町村取得分は、各州に配分

後、一定階層の納税額のシェアで配分。 

②売上税は、社会保険料負担義務のある

労働者数、商品在庫数、賃金総額等を基

に各州→市町村へ配分 

■州から市町村への財政調整（州により異なる）： 

・交付金には使途の限定されない一般交付金と限定される特別交付金があるが、根

幹となるのは一般交付金のひとつである｢基準交付金｣。 

・基準交付金は通常、各市町村の需要額測定値（州政府が任意に定める基礎額×補

正人口）と財政力測定値（市町村の税収額）の差額の一定割合が交付金額となる。 

■□営業税納付金： 

市町村は営業税収の一部を連邦

及び州に納付しなければならな

いが、上記、所得税の配分方法

とあわせ、市町村間の税収格差

を縮小させる機能を有する。 

±7,991 

±6,601 2,941 

（但し、不足額補充交付金のみ） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 外国の財政調整制度の例 －②英国 〔イングランドの例 ■垂直的調整のみ〕 

イングランド 

スコットランド 

ウェールズ 

北アイルランド 

・政府の裁量で一般補助金を給付。 

・給付額は各地域の人口シェアを基に一定の算定式で計算 

イングランド中央政府 

地方自治体＊ 

＊イングランドの地方自治体の構造 

 広域自治体 基礎自治体 

ロンドン 
ロンドン庁 ロンドン区 

シティ 

大都市圏（６市）  ディストリクト 

カウンティ ディストリクト 
地方圏 

ユニタリー 

 １層制への改革が徹底せず、１層制と２層制が混在する状態と
なっている。 

 広域行政が必要な業務に関しては、サービス毎に警察自治体、
消防自治体などの単一目的の広域組織が設立される。 

 

・ ①歳入援助交付金（財政力調整を目的と

した一般交付金）、②事業用レイト（事業

資産への課税を譲与税として配分）、③一

般警察補助金（警察自治体に配分）で構

成。 

・ 歳入援助交付金の配分額は、①相対需要

額（行政サービス提供コスト）から、②

相対財源額(財源確保力)を差し引き、③

人口割配分額と④最低増加率保証分を加

えて算出。 

 

・ 政策目的補助金：特定事業や優先施策の

補助金。教育目的補助金等。 

・ 奨励的補助金：特定の自治体に交付する

使途自由な補助金 

一般補助金 特定補助金 

地方税： 

・ カウンシル税(住居に

対する資産課税)のみ 

・ 自治体の歳入全体に占

める割合は22.3% 

イングランド地方自治体の歳入構成（経常収支、2006年度予算） 

 ￡mil % 

歳入援助交付金 3,378 3.4 

事業用レイト 17,506 17.4 

カウンシル税 22,453 22.3 

警察補助金 3,963 3.9 

特定補助金 58,202 57.9 

資本等調整 -4,941 -4.9 

計 100,535 100.0 

 



 ６ 外国の財政調整制度の例 －③カナダ 

○ 垂直的財政制度。（一般補助金とブロック補助金。） 

○ カナダ連邦政府は、州に対しては「平衡交付金」、準州に対しては「準州交付金」により財政調整を実施。歳入均等化型。 

○ 平衡交付金制度は、人口 1人当たりの財政需要が地域ごとに異なることを考慮していない。そのため、州政府が合理的にみて同等な水準の公共サービスを供給

できるように十分な収入を得ることを保障する」という憲法上の目標を達成するには不十分な状態にある。 

 

準州のみを対象とし、財政需要

も考慮にいれた算定を行う。 

 歳入歳出差額補填方式が採用

されており、標準需要と標準収入

の差額が公布される。 
 

準州交付金 

  

○ 一人当たり財政力（全国平均税率で課税した場合の税収＋天
然資源収入の50%）を算出し、全州の平均値を下回る州に対し
て、全国平均値標準財政）との差額に相当する交付金を連邦
政府より交付。 

○ 特定の財政需要を反映する要素は含まれておらず、課税力が
ある程度調整されているのみである。 

○ 交付金は上記による配分額の積み上げにより決定。 
※ 州間の公平性の確保の観点から、平衡交付金受領州の全体の
収入額が非受領州のそれを超えないよう、交付金額に上限が
設定することとされた。(2007年度) 

↑
一
人
当
た
り
税
収
額 

平衡交付金 

Ａ
州 

Ｂ
州 

Ｃ
州 

Ｅ
州 Ｄ

州 

不交付団体 
（Ｄ・Ｅ州） 

全国の平均 

平衡交付金 

連邦政府 

○連邦税 
 ○地方税 

・資産課税、消費税等 

○州税 
 

Ａ市 
Ａ州政府 

■州（準州）から市町村への財政調整 

・通常、使途を特定した特定補助金という
形で支給されるが、使途の自由な交付金
という形での調整はわずか（全地方政府
の歳入の1.5%（2000年度）に過ぎない。） 

Ｂ町 Ｃ村 

特定補助金 

 
州政府 

  （１０） 

 
準州 
（３） 

・ それぞれの州が自由に課税する。 
・ 州歳入のうち、自主財源は82%（うち租税42%、投
資所得 10%〔採掘権等〕、財・サービス販売 9%）、
平衡交付金 4％、ブロック補助金(現金移転分)9%
である。（２004年度）  

 
● 社会関連補助金（CST）及び医療関連補

助金(CHT) 

① 州支出の実績の全国平均額などを基礎

として総保障額を設定し、 

② 連邦の個人所得税額13.5%分と法人所得

税率1%分を減税して、その分だけ州が増

税する余地を拡大する「租税移転」（tax 

transfer）を行い、 

③ 総保障額から「租税移転」を差し引いた

額を「現金移転」（cash transfer）する。 

・ ブロック補助金であるCSTとCHTについ

ては課税力の小さい州の方が人口1人当

たり「現金移転」は多いので、財政力格

差を縮小させる財政調整的な要素を含

んでいる。 

 

ブロック補助金 

● 州 － 市 － 村 (三層制) 
・州(10)、準州(3)、構造は州によって異な

る。州内は単一層自治体と二層自治体があ

る。また、教育委員会など複数の地方公共

団体にまたがった特定目的自治体もある。

州より下位レベルの地方政府は全国で

4,326存在する(2003年)。しかし、人口の

少ない地域は地方公共団体が存在せず、州

が直接サービスを行う地域もある。 

平衡交付金

イメージ図 

垂直的財政調整 
・ブロック補助金（共有） 
・平衡交付金（州） 
・準州交付金（準州） 

州内イメージ 

《カナダの地方自治制度》 
 

☆ 基幹税目（共通）・・・個人所得税、法人所得税、消費（売上）税 等 

※税目によって、徴税方法や課税基準等が州ごとに異なり、複雑な体系となっている。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地方税は原則として、地方議会の議決した税率に基づき、国税徴収機関が徴収。 
 税収の大半は、州、県、市町村ともに「地方４直接税」〔住居税、既建築地税、未建築地税、職業税(営業税)〕による。また、県では不動産公示・登録税、州では自動車登録税による税
収も多く、これらは間接税である。これらの６税はいずれも、法により賦課徴収を義務づけられた「義務税」である。 

 

 

 

６ 外国の財政調整制度の例 －④フランス （ほとんどが国による垂直的調整） 

 

 多数の交付金：国の責任等に対応した多数の交付金を個別に設定。また、ひとつの交付金制度が複数の交付金に細分化されたり、ひとつの交付金でも交付対象の地方団体に応じて
異なる調整方法が採用されるなど多様な構成になっている。 

 経常勘定への交付金・補助金が大半：フランスの地方財政は経常勘定と資本勘定に区分されるが、経常勘定への交付金・補助金が86%を占める。 
 使途に制限のない一般交付金が大半：使途が限定される「特定補助金」は、経常・資本を合わせて３%弱に過ぎない。 
 交付金総額の６割は、ＤＧＦ(経常総合交付金)が占める。 
≫ ＤＧＦは10数個の交付金から構成。 
≫ そのほとんどが国の政策による地方歳出の増加、または地方税収の減少を補うことを目的としたものであり、団体間の格差是正機能は１割程度。 
≫ 主に交付対象（州、県、市町村）によって区分できるが、そのそれぞれが目的等により細分化され、また異なる配布基準が適用されている。 
≫ 国税からの先取り（直入方式）で地方に配分。 
 

国 

デパルトマン（県） コミューン（市町村） レジオン（州） 

コミューン連合 

公選議会がなく自治体ではないが、課税権あり。 

３種類あり、事務組合に変わり急速に普及。 

自主財源比率： 

６０．８％ 

 

自主財源比率： 

５８．６％ 

 

自主財源比率： 

３９．５％ 

 

地方団体間の水平的財政調整制度が例外的に存在。 

「職業税平衡県基金」、「イル・ド・フランス州市町村間連

帯基金」 



 
財・サービ
ス提供対

価, 2%

その他税・
使用料及

び罰金, 2%

物品税（除
GST）, 14%

その他, 4%

ＧＳＴ, 15%

法人所得

税, 19%

個人所得
税, 44%

 

○ 連邦から州に対して、一般補助金であるGST交付金や特定補助金を用いた垂直的財政調整制度が存在する。 

○ GST交付金は需要考慮型であり、連邦税である財・ｻｰﾋﾞｽ税の全額が原資である。GSTは州の財源であるという考えから、連邦政府の予算・決算にはGSTに関する歳入歳出は含まない。配分は州人口

を第一の基準としており、さらにその配分を州の歳出と歳入の両面に関する非政策的な要因で調整している。各州への配分割当は連邦交付金委員会が勧告する。 

○ 連邦から地方自治体に対して、一般補助金と特定補助金を用いた垂直的財政制度がある。ただし、一般補助金は州に対する特定補助金として交付されており、州を経由して地方自治体に配分される。 

６ 外国の財政調整制度の例 －⑤オーストラリア 
 

 
○連邦税 
・個人住民税 
・法人所得税 

・ GST  

・ 物品税 

(除GST) 

 
○州税 
・賃金税 
・印紙税 
・ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ税 
    等 

連邦政府 

地方自治

体 

州政府 

ＧＳＴ 

交付金 

一般歳入 

助成金 
特定目的助成金 

   「直接型」 
特定目的 

交付金 

 「直接型」 

特定目的 

交付金 

 

特定目的 

交付金 

 

 

 

○地方税 

・資産税 

 

印紙税, 9%

自動車税,

4%

ｷ゙ ｬﾝﾌﾞﾙ税,
3%

その他税・
使用料及

び罰金, 7%

財・サービ

ス提供対
価, 9%

その他,
12%

賃金税, 9%

連邦交付
金, 46%

連邦政府 州政府 

各政府歳入内訳(2002年度) 

○雇用者数 連邦：約24万人、州：約113万人、地方：約16万人 

 ・保健（公立病院等）及び教育を担当する州職員数の比率高い 

○州政府は連邦政府からの交付金が歳入の46%を占め、依存度が高い。 

○地方自治体の歳入は資産税が38%を占める。連邦及び州政府からの交付金

は歳入の12%であり、財源移転の依存度が比較的小さい。 

財政調整の（交付金）流れ 各層政府の歳入・歳出比率（2002年度) 
 

「間接型」特定目的交付金 

一般目的 特定目的 

一般目的 特定目的 

地方自治体 
財政支援交付金 

一般目的 
交付金 

地方道路 
交付金 

他団体（NPO・
営利企業等） 

へ交付 

連邦及び

州交付

金, 12%

財・サー

ビス提供

対価,

32%

その他,

19%

資産税,

38%

地方自治体 

54.0%

72 .6%

39.5%

21.4% 6 .0%

6 .5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総歳出
（2,702億豪ﾄﾞﾙ）

総歳入
（2,841億豪ﾄﾞﾙ）

連邦

州

自治体



     
大阪市 10%圏  

 
       

京都市 10%圏  
      

 
神戸市 10%圏  

 
 

      大阪市 10%圏  
      京都市 10%圏  
      重複地域  
 
      大阪市 10%圏  
      神戸市 10％圏  
      重複地域  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

府県名 市 名 人口(人) 府県名 市名 人口（人） 
福井県 福井市 268,680 大津市 332,130 

津市 289,065 彦根市 110,951 
四日市市 306,660 

滋賀県 
東近江市 117,537 

伊勢市 133,638 兵庫県 姫路市 536,375 
松阪市 169,503 和歌山県 和歌山市 372,270 
桑名市 140,776 徳島県 徳島市 266,390 

三重県 

鈴鹿市 197,418    

10%通勤通学圏の範囲（2005年国勢調査結果より抽出） 
「10%通勤通学圏」は毎日の決まった人の移動に注目
し、中心都市への通勤・通学者数の割合が 10%以上
の市町村を圏域とする。 
 

●福井市 

●四日市市 

●鈴鹿市 

●桑名市 

●津市 

●松阪市 
●伊勢市 

●彦根市 

●東近江市 

●姫路市 

●徳島市 

（平成 19年 12月 1日現在） 

●和歌山市 
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福井 

兵庫 京都 

滋賀 

大阪 

三重 

奈良 

和歌山 

徳島 

●大津市 

京都市 

大阪市 
神戸市 

 

７ 京阪神都市圏の広がり 
－①大阪市・京都市・神戸各都市への10%通勤通学圏と 

その他の拠点都市（10万人以上） 
 



大阪府 奈良県

大阪市通勤・
通学(b)

(b)/(a)
大阪市通勤・
通学(b)

(b)/(a)

大阪市  1,285,477  909,599 70.8% 生駒市 58,996 17,489 29.6%
吹田市  187,715  62,980 33.6% 王寺町 11,834 3,376 28.5%
豊中市  201,235  61,856 30.7% 三郷町 11,213 3,060 27.3%
松原市  62,690  18,827 30.0% 河合町 9,603 2,506 26.1%
藤井寺市  32,754  9,080 27.7% 平群町 10,186 2,567 25.2%
八尾市  135,863  35,340 26.0% 上牧町 12,134 2,876 23.7%
守口市  72,831  18,863 25.9% 斑鳩町 14,415 3,390 23.5%
高石市  29,883  7,629 25.5% 香芝市 35,121 8,161 23.2%
羽曳野市  59,089  15,045 25.5% 安堵町 4,050 829 20.5%
堺市  411,108  103,104 25.1% 奈良市 189,799 35,013 18.4%
河内長野市  58,811  14,573 24.8% 広陵町 17,458 3,083 17.7%
四條畷市  29,279  7,092 24.2% 大和高田市 35,769 5,301 14.8%
柏原市  41,484  10,016 24.1% 葛城市 18,145 2,616 14.4%
豊能町  12,529  3,021 24.1% 大和郡山市 47,091 6,672 14.2%
東大阪市  260,372  62,343 23.9% 榛原町※ 9,902 1,308 13.2%
池田市  53,662  12,824 23.9% 橿原市 62,813 7,516 12.0%
大阪狭山市  29,437  6,987 23.7% 川西町 4,568 531 11.6%
箕面市  68,707  16,259 23.7% 三宅町 3,927 423 10.8%
大東市  66,819  15,625 23.4% 田原本町 17,021 1,727 10.1%
寝屋川市  125,254  29,088 23.2% 桜井市 30,907 3,124 10.1%
茨木市  141,174  31,959 22.6%
摂津市  45,577  10,050 22.1% 兵庫県
門真市  66,400  14,624 22.0%
富田林市  61,905  13,527 21.9%
枚方市  207,200  43,705 21.1% 芦屋市 46,255 12,477 27.0%
泉大津市  37,897  7,935 20.9% 西宮市 240,381 56,649 23.6%
島本町  15,202  3,178 20.9% 川西市 77,054 17,900 23.2%
交野市  39,101  8,147 20.8% 宝塚市 110,807 24,739 22.3%
高槻市  175,131  35,745 20.4% 尼崎市 234,426 47,598 20.3%
太子町  7,584  1,519 20.0% 猪名川町 15,625 2,975 19.0%
和泉市  88,760  17,685 19.9% 伊丹市 99,190 15,428 15.6%
千早赤阪村  3,369  591 17.5% 三田市 63,424 8,679 13.7%
河南町  9,606  1,586 16.5%
忠岡町  8,490  1,389 16.4% 和歌山県
熊取町  23,551  3,804 16.2%
岸和田市  97,731  15,195 15.5%
阪南市  28,267  4,326 15.3%
貝塚市  43,834  6,044 13.8% 橋本市 28,925 4,605 15.9%
岬町  8,708  1,166 13.4%
泉南市  30,128  4,011 13.3% 三重県
泉佐野市  50,338  6,630 13.2%
田尻町  3,555  419 11.8%

名張市 44,824 4,766 10.6%
京都府

八幡市 37,381 4,951 13.2%
大山崎町 8,075 871 10.8%

長岡京市 41,557 4,359 10.5%

京田辺市 35,512 3,702 10.4%

京都府 兵庫県

京都市  793,444  579,442 73.0% 神戸市  758,870  533,214 70.3%
向日市  29,322  12,741 43.5% 明石市  142,534  42,688 29.9%
宇治市  98,129  30,310 30.9% 三木市  40,441  9,049 22.4%
長岡京市  41,557  12,502 30.1% 芦屋市  46,255  10,076 21.8%
亀岡市  52,517  13,955 26.6% 播磨町  17,167  2,900 16.9%
大山崎町  8,075  2,009 24.9% 稲美町  17,269  2,814 16.3%
城陽市  43,307  10,271 23.7% 加古川市  135,749  18,032 13.3%
久御山町  9,462  1,840 19.4% 吉川町※  5,091  581 11.4%
八木町※  4,899  883 18.0% 西宮市  240,381  25,177 10.5%
八幡市  37,381  5,370 14.4%
井手町  4,387  620 14.1%
京田辺市  35,512  4,686 13.2%
園部町※  10,162  1,315 12.9%

日吉町※  3,256  406 12.5%

宇治田原町  5,622  677 12.0%

精華町  17,873  2,029 11.4%

(b)/(a)
神戸市通勤・
通学(b)就業者・通学者(a)(b)/(a)

大阪市通勤・
通学(b)

(b)/(a)就業者・通学者(a)

就業者・通学者(a)
大阪市通勤・
通学(b)

(b)/(a)

注：「平成17年国勢調査」（基準日：H17.10.1現在）より作
成。市町村名は調査時点における表記。以下の表も同じ。

就業者・通学者(a)
大阪市通勤・
通学(b)

(b)/(a)

就業者・通学者(a)
京都市通勤・
通学(b)

(b)/(a)

就業者・通学者(a) 就業者・通学者(a)

就業者・通学者(a)
大阪市通勤・
通学(b)

大阪市10%通勤通学圏

京都市10%通勤通学圏 神戸市10%通勤通学圏

※奈良県の榛原町は、大宇陀町、菟田野町、室生村と成18

　年1月1日付で合併し、宇陀市となった。

※兵庫県の吉川町は平成17年10月24日付で三木市に編入
　された。

　

※京都府の園部町、八木町、日吉町、美山町は
　平成18年1月1日付けで合併し、南丹市となった。
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  注 ・大阪府は過疎市町村が存在しない  

 

府県名 全市町  
村数  市  町村  計  比率%  過疎市町村（旧町村）名                      （H19.4.1現在） 

福井県 17 ２ ４ 6 35.3 池田町、南越前町、旧「越前町」、旧「美山町、越廼村」、旧「名田庄村」、旧「和泉村」 
三重県 29 3 4 7 24.1 大台町、紀北町、熊野市、南伊勢町、大紀町、旧「美杉村」、旧「飯高町、飯南町」、 
滋賀県 26 1 1 2 7.7 余呉町、旧「朽木村」 

京都府 26 4 3 7 26.9 伊根町、笠置町、南丹市、京丹波市、旧「京北町」、旧「三和町、夜久野町、大江町」、旧「丹後町、
久美浜町」 

兵庫県 41 6 3 9 22.0 新温泉町、淡路市、香美町、佐用町、養父市、旧「山東町」、旧「五色町」、旧「城崎町、竹野町、
但東町」、旧「千種町、波賀町」 

奈良県 39 2 12 14 35.9 天川村、上北山村、十津川村、川上村、野迫川村、黒滝村、東吉野村、五條市、御杖村、下市町、
吉野町、下北山村、曽爾村、旧「菟田野町、室生村」 

和歌山県 30 ２ 11 13 43.3 有田川町、古座川町、白浜町、北村村、新宮市、紀美野町、すさみ町、串本町、田辺市、九度山町、
日高川町、高野町、旧「花園村」 

徳島県 24 3 10 13 54.2 海陽町、勝浦町、上勝町、神山町、佐那河内村、つるぎ町、那賀町、美波町、美馬市、三好市、牟
岐町、旧「三好町」、旧「美郷村」 

過疎地域市町村 

過疎地域とみなされる市町村 

過疎地域とみなされる区域（旧町村域単位） 

福井県 

滋賀県 

三重県 

大阪府 

兵庫県 

京都府 

徳島県 

和歌山県 

奈良県 

◆過疎地域とは… 

［過疎地域市町村］  
 過疎地域市町村は、過疎法第２条第１項
の要件又は第３２条によって第２条第１項
が読み替えられて適用される要件に該当す
る市町村です。 

［過疎地域とみなされる市町村］  
 過疎地域市町村を含む合併による新市町
村は、過疎地域市町村の要件に該当しなく
ても、過疎法施行規則に定める要件に該当
する場合には過疎地域とみなされます。（過
疎法第３３条第１項） 

［過疎地域とみなされる区域のある市町村］  
 過疎地域市町村を含む合併による新市町
村は、過疎地域市町村の要件・過疎地域と
みなされる市町村の要件ともに該当しない
場合でも、その新市町村のうち合併前に過
疎地域であった市町村の区域は過疎地域
とみなされます。（過疎法第３３条第２項） 
 
 これらの過疎地域市町村、過疎地域とみ
なされる市町村、過疎地域とみなされる区
域は、過疎法により指定され過疎対策が講
じられています。 

○関西2府4県で過疎地域等の人口(H18.3.31住基)は圏域全人口の3.0％の割合であり、首都圏に次いで少ない。 

（全国平均8.9%、北海道23.2%、東北圏23.3%、首都圏1.1%、北陸圏7.5%、中部圏3.7%、中国・四国18.8%、九州・沖縄圏20.3%） 

○過疎地域を含む市町村の府県内面積割合は、徳島県(72.5%)、奈良県(69.7%)、和歌山県（67.2%）の3県が特に高い。 

 (全国54%、 福井県28.7%、三重県34.5%、滋賀県8.3%、京都府37.3%、兵庫県26.1%) 

○過疎化の顕著な地域について、紀伊半島の中山間地域において最も高くなっている。 
 

資料７－② ７ 京阪神都市圏の広がり －②関西２府７県の過疎市町村の分布 

                                出典：総務省自治行政局過疎対策室ＨＰ など 
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道州制の必要性 

・ 最近の社会経済情勢の変化のなかで、現行

の都道府県制度のままで対応可能か、さら

に地方分権改革の担い手としてふさわしい

かどうかが問われるようになっている。 

（答申の指摘する最近の社会経済情勢の変化） 

①市町村合併の進展等による影響 

・ 市町村の行財政基盤の強化が、都道府県か

ら市町村への権限移譲を可能に 

・ 都道府県の役割や位置づけの再検討が迫ら

れている 

②都道府県の区域を越える広域行政課題の増

大 

・ 人口減少や財政的制約の増大から、これま

でのような都道府県を単位とした行政投資

は困難に。→機能や資源の相互補完的な活

用が必要に 

・ 都道府県の区域を越える企業、大学、研究

機関の密接なネットワーク形成や、圏域が

直接、海外の諸地域と結びつく動き。 

③地方分権改革の確かな担い手が求められて

いる 

・ 国からの事務移譲を進めるために、一定の

区域を有する広域自治体として規模・能力

が整える必要。 

・ グローバリゼーション、少子化、成熟化の

潮流の中で、行政の効率化を目指すととも

に、地方自治の中で個性と活力を持ち、地

方の発信力を高めることが強く求められて

いる。 

・ このため、市町村合併の推進や権限・財源

の移譲等により基礎自治体をさらに強化す

るとともに、都道府県を越えた広域的なエ

リアで地域戦略を担う組織を創出し、多極

型の国土を形成していくことが急務となっ

ている。 

 

・ 中央集権型行政システムは、変動する国際

社会への対応、東京一極集中の是正、個性

豊かな地域社会の創造、少子高齢化社会へ

の対応など新たな行政課題に迅速に対応す

る能力を失ってきている。 

・ 中央集権型行政システムを、真の分権型国

家に転換するためには、国と地方の役割分

担と関係を現在の延長線上ではなく、憲法

改正も視野に抜本的に見直し、中央政府と

地方自治体の双方を含めた一体的かつ創造

的な制度設計が必要。 

 

・ 現行の都道府県制度は、今日の広域化する

課題に対応することが難しくなってきて

いる。また、市町村合併の進展により、基

礎自治体への大幅な権限移譲が可能にな

ることに伴い広域的自治体のあり方が問

われている。 

「道州制の導入がなぜ必要か」という点につい

ては、大きく次の３つがあげられる。 

(1)地方分権改革の必要性 

 地方分権を推進するためには、（中略）現在、

国が行っている内政に関わる事務についても、

幅広く広域自治体が担う必要がある。しかし、

現在の都道府県では、行政区域が限定されてお

り、これを担うことには限界がある。 

(2)都道府県の区域を越える広域行政課題の増

大 

 環境問題や危機管理体制、交通基盤整備、広

域的な観光・産業振興等に代表される広域的な

課題解決のニーズが高まる中で、これを円滑、

着実に解決するために、従来の各都道府県の広

域連携のみの取り組みでは、推進力や機動性の

面で限界がある。 

(3)市町村合併の進展 

 市町村合併の進展や特例市の増加等により、

広域自治体としての都道府県の位置づけや役

割が大きく変化しており、このような変化に合

わせた、新しい広域自治体としてのあり方の見

直しや再構築が求められている。 

都道府県合併等 

ほかの制度の限界 

・ 広域自治体改革として、現行制度において

も、広域連合制度や都道府県合併等の活用

が考えられる。 

・ しかし、広域自治体改革を、国のかたちの

見直しにかかわるものとして位置づけ、国

家として対応すべき課題に対し、高い問題

解決能力を有する政府を実現する方途とと

らえる場合、道州制の導入が適当。 

 (1)広域連合 

・ 現行制度上認められているという点では現

実的であるが、自らの税財源がなく、意思

決定に時間がかかる。また、組織上、屋上

屋を架すことにもなりかねず、広域自治体

の抜本的な再編の姿とは言えない。 

(2)都道府県合併 

・ 国と都道府県の事務配分が当然に変更され

るものではなく、また、日本全国に自立性

の高い圏域が形成されるものでもないた

め、真の分権型社会の実現を図るという見

地からは限界。 

・ 首都圏の広域的課題については八都県市

の連携で成果を上げてきた。しかし、一般

的に広域連携では、統一規準の制定や合意

形成等に時間を要することが多い。 

・ 一部事務組合では、権限の主体が不明確

で、議決機関が多く更に非効率など多くの

問題がある。 

・ 地域の広域的課題を適時効率的、効果的に

解決することが、道州に期待される役割で

ある。 

(1)連邦制 

・ 諸外国の例では、それぞれの州等が民族や

言語を異にするなどを背景に設けられる

場合が多く、日本の歴史・風土・国民性等

を考慮するとその導入は現実的ではない。 

(2)都道府県合併 

・ 国からの権限移譲が想定されていないこ

と、国の地方支分部局等との重複行政の解

消につながるものではないことなどから、

地方分権の視点からは、適した制度とはい

えない。 

(3)広域連合 

・ 現行の都道府県を残したままの制度であ

り、都道府県の意見調整や意思決定に時間

がかかること、課税自主権がなく税財政面

での自立が困難であることなどの問題点

もあり、恒久的な措置としては適さない。 

付
属
資
料
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道州の位置づけ 

・ 広域自治体として、現在の都道府県に代え

て道又は州を置く。 

・ 地方公共団体は、道州と市町村の二層制と

する。 

・ 道州は都道府県に代わる広域自治体。 

・ 道州と基礎自治体の２層制 

・ 道州は都道府県に代わる広域自治体。 

・ 地方自治体は道州と市町村の２層制。 

 

（記述は、道州と基礎自治体の２層制が前提） ・ 道州が国の機関である前提は考えられな

い。地方自治体でえあることが前提たるべ

き（道州は内政に係る事務を広く担うと考

えられることから、その運営には地域住民

の意思を反映させるべき）。 

・ 道州制の導入は、非効率な行財政システム

を解消することを目的の一つとしており、

現在の都道府県を存置した上での道州制

は考えられず、道州及び市町村の二層制と

すべき。 

区域 

・ 数都道府県を合わせた広域的な単位を基本

とする。 

・ ３つの区域例（それぞれ全国を９、１１、

１３に区割り）を提示。 

・ 地方（市町村を含む）の意見を聞いた上で、

法律で区域を設定。 

・ 東京都のみを一の州とすることも考えられ

る。 

・ 各道州の自立を前提に、地理的・歴史的・

文化的条件を考慮、各地域のアイデンティ

ティやシンボルを勘案して決定。 
・ 国の地方支分部局の管轄区域などを勘案。 
・ 必ずしも既存都道府県の区域にこだわら

ず。 
・ 東京都の位置づけは、税財政制度のあり方

とも密接に関連することから、別途、議論

が必要。 
 

・ 複数都道府県を併せた区域とするが、場合

により一の都道府県のみの道州も可。 

・ 住民が一体感を持つことができるよう地域

の意見を反映。 

・ 東京圏に係る道州の区域や道州と大都市圏

域との関係は今後の検討課題。 

・ 道州の圏域の設定にあたっては、広域的な

行政課題（交通対策、生活環境対策、港湾・

空港の整備、産業政策の展開など）を一体

的に解決することが可能な範囲を検討する

必要がある。 

・ さらに、水資源、廃棄物対策等の課題解決

を道州が行う場合、道州の単位として、そ

れに見合った圏域を考える必要がある。 

・ 東京都やその一部の区域に限定した道州

では、広域的課題に対応することは不可。 

 

・ 市町村合併などと同様、「地方の自主的な

判断」で検定されるべき。 

移行方法 

・ 必要な経過期間を設けて、全国同時に行う。 

・ 関係府県と国の協議が調ったときには先行

して移行。 

・ ３年以内に策定される政府の道州制ビジョ

ンや地方分権改革の進展などを踏まえ、そ

の後３～５年を目途に道州制推進の基本法

や実施計画を策定、その後２年程度の準備

期間ののち、完全に道州制に移行すること

が考えられる。 

・ 区域論を先行させることなく、様々な角度

から十分な検討を行った上で、全国一斉に

行うこと。 

・ 条件が整った地域で試行することも可。 

 ・ 道州制は単一の中央政府のあり方を変更

するものであり、国の権限を移すべき受け

皿として全国一斉に以降することが望ま

しい。 

・ 地域の自主性を尊重する立場から、条件の

整った地域から順次実施することも考え

られる。 

役割分担 

・ 現在の都道府県の事務は大幅に市町村に移

譲。 

・ 道州は、①「圏域を単位とする主要な社会

資本形成の計画及び実施」、②「広域的な見

地から行うべき環境の保全及び管理」、③

「人や企業の活動圏や経済圏に応じた地域

経済政策及び雇用政策」などの広域事務に

軸足を移す。 

・ 市町村に対する補完事務は、合併の進展に

よる市町村の規模・能力の拡充を踏まえ、

「高度な技術や専門性が求められ、また行

政対象が散在する事務」に重点化。 

・ 国は、「以上の考え方に即して国と地方の事

務配分のあり方を抜本的に見直し」、国が本

来果すべき役割を除き、できる限り道州に

移譲。（特に、各府省の地方支分部局） 

・ 道州と市町村の事務配分は、補完性の原理、

近接性の原理に基づき適切に決定。 

・ 道州の事務を地域の実情に応じ市町村に移

譲できるよう制度を設ける。 

・ 国は、本来果すべき外交、国家安全保障・

防衛、司法など国家の存立や国土の保全、

食糧安全保障、資源エネルギー対策などの

国家の基本戦略に係る役割に集中する。 
・ それ以外の事項は、政策の企画立案機能を

含め原則、地方へ移譲。 
・ 補完性の原理に基づき、基礎自治体を地方

自治の第一の担い手として制度設計。 
・ 基礎自治体は、①都市計画等のまちづくり、

②地域コミュニティの振興、③医療・保健・

介護、④社会福祉、⑤教育、⑥消防、⑦一

般廃棄物処理などの基本的な公共サービス

を広く担う。 
・ 道州は、地方が国際競争に参加できるよう、

①広域的なインフラ整備、②地域産業政策、

③雇用政策等の公共サービスを提供する。 

・ 国は外交、防衛、司法など国家としての基

本的な役割を重点的に果たし、内政は自己

決定と自己責任を基本理念として、原則、

地方自治体が担う。 

・ 国と地方の役割分担を抜本的に見直し、中

央省庁の見直しを含めた中央政府の見直し

が行われなければならない。 

・ 住民生活に密接に関わる行政サービスは、

市町村ができる限り総合的に担う。 

・ 広域自治体は市町村で完結しない広域的行

政ニーズや、市町村で担うと著しく非効率

となる高度技術や専門性を必要とする行政

ニーズを担う。 

・ 国が担うべき役割を、外交、防衛、司法な

ど国家存立に係る分野等に限定し、複雑化

する国際社会に対応するために、より一層

特化、重点化していくべき。 
・ それ以外の事業は、地方が制度責任から執

行責任までを一貫して果す。 
・ 基礎自治体を、包括的に住民サービスを提

供する総合的な地方行政主体として位置づ

けるべき。 
・ 広域自治体は、基礎自治体の区域を越える

広域的な行政需要の増大に対応。国の役割

の限定に伴い移譲される事務の受け皿とな

る。 
・ 財政的な要員により基礎自治体が担うこ

とが困難な事業を補完することも、広域自

治体の重要な役割。 
・ 但し、基礎自治体と広域自治体の役割分担

については、全国一律の法律で定めるので

はなく、条例で規定すべき。 
（標準的な役割分担を国の法令で提示） 

 

・ 道州は国及び基礎自治体と適切に役割分

担をしつつ、地域における行政を自主的か

つ総合的に実施すべき。 

・ 国の役割を外交、防衛、司法など国際社会

における国家の存立に関わる事務に限定

したうえで、その地域の内政に関する事務

は、基礎自治体が担うべきものを除きすべ

て道州に移譲するべき。これにより、現在

広域的な地域振興に関わる事務を担う国

の地方支分部局は原則廃止。 

・ 現在都道府県の実施する事務の大半を市

町村へ移譲。道州は広域事務に軸足を移

す。具体的には、地方自治法第２条第５項

に規定されている「広域事務」、「連絡調整

事務」及び「補完事務」を担う。 

・ 道州の根幹的な事務として、資源の有効配

分と住民参加の見地から総合的に「広域事

務」を担い、市町村に対しては「連絡調整

事務」を主に担う。「補完事務」は市町村

の自主・自立を促進するために縮減。 
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長など 

・ 直接公選の長を設置。長の多選は禁止。 

・ 「審査、裁定等の機能を担うものを除き」、

行政委員会の設置は義務付けない。 

・ 首長の選出方法は、議院内閣制も含めさら

に議論。 
・ 首長を直接公選で選出する場合には、多選

制限を検討。 
・ 「道州の行政組織は、簡素を旨とし、その

役割・権能に応じた適切、かつ、柔軟なも

のとする。」 

  ・ 首長は直接公選とする（議員内閣制では、

憲法改正が必要となる上、住民と首長の関

係が間接的なものになってしまい、住民の

意思が十分に反映されない恐れがある）。 

・ 労働委員会や海区漁業調整委員会などの

行政委員会は、その設置を地方の判断に委

ねるべき。 

議会 

・ 議員は直接公選による。 

・ 議会の権能及び長との関係は、現行の都道

府県制度を基本。 

・ 議会の構成等については、基本的事項のみ

を法律で定め、各道州の自主組織権を重視。 

・ 議員の選出方法は、選挙区選挙のほかに比

例代表性の採用も考えられる。 

 

・ 議員は直接公選による。 

・ 議会の権能は、現行の地方議会より強化。 

・ 議員の選出方法は、政党政治との関係、国

政選挙や道州の区割り等との関係を十分に

考慮。 

・ 議会の権能は首長の選出方法と一体的に検

討。 

 

  ・ 議員は直接公選とする。 
・ 議会の組織・権限などは、基本的な事項の

み法律で定め、議員定数や議決案件などは

道州の権限とすべき。 

自治立法権 

・ 国が道州の担う事務について法律を定める

場合は、大綱的又は大枠的な最小限の内容

に限り、具体的な事項はできる限り道州の

自治立法に委ねる。 

 

 （道州制の導入に向けての課題として） 

地方自治体の条例制定権の拡充・強化が必要。

具体的な仕組みとして、 

① 国による立法範囲の明確化：国が法律に

定めるべき具体的な基準や範囲を、基本

法等に明記。または、憲法に地方に関わ

る国の立法権の限界を明記。 

② 国の立法過程への地方の関与：国と地方

による協議機関を設け、国の法案作成過

程に地方の意見を反映させる。または、

憲法を改正し地方代表の議院を設置。 

③ 政省令に対する条例優先権の付与：法律

で政省令に委任されている事項を、条例

により変更することを可能とする。 

 

 ・ 「道州及び市町村は自己決定及び自己責

任を基本とし、その所管する事務につい

て、企画立案から管理執行までを一貫して

実施するための立法権を有することが必

要である。」 

・ 現行の「自治事務」の全部と、「法定受託

事務」の一部（地方の自主・自立につなが

り本来権限移譲されて自治事務化すべき

事務）をあわせたものとして、「地域振興

事務」という概念を提唱。→地域振興事務

については、道州が独自の立法権を有する

よう現在の制度を改正。 

① 憲法改正により、国会が独占している

立法権を分割。 

② 憲法改正を待たず、国の法律を基本法

化し、条例制定権を拡充。 

・ ①が望ましい（国の法律を基本法化するこ

とは、国会の判断に委ねられるため、地方

の意見が十分に反映されにくい）。 

・ 道州同様、市町村も立法権を有することが

必要であるが、立法権の移譲が市町村に過

大な負担を強いることを懸念。 

国との関係 

・ 道州に対する国の関与の仕組みは、現行制

度と同様。機関委任事務に類する制度は設

けない。 

・ 現在、法定受託事務とされているものにつ

いては、できるだけ自治事務としつつも、

制度は存置。 
・ 道州と国の関係に関する事項について、道

州と国による協議の仕組みを設置。 

「国の行う事務と道州・基礎自治体の行う事務

の調整や国の道州・基礎自治体への関与のあり

方について、その基本的な考え方を整理する必

要」 

・ 国の関与をできる限り縮小  ・ 道州の事務に影響を与える国の施策に、道

州の意見を反映させるため、国と地方（道

州）の協議の場を憲法上の制度として設

置。 
・ 将来的には、参議院を道州の代表で構成す

ることなども考えられる。 
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市町村との関係 

・ （再掲）道州の事務を地域の実情に応じ市

町村に移譲できるよう制度を設ける。 
・ 市町村に関係する道州の立法や政策に係る

調整を行うため、道州と市町村による協議

の仕組みを設置。 

・ 徹底した補完性の原理に基づき、基礎自治

体を地方自治の第一の担い手とすべき。 
・ 現在の都道府県事務の大部分を基礎自治体

に移管。財源・職員をあわせて移譲。 
・ まず、都道府県の事務・権限をできるだけ

基礎自治体に移譲、次いで国の事務・権限

を順次、道州に移譲することが考えられる。 
・ 補完を行う一部の小規模団体を除き、基礎

自治体の事務・権限は基本的に一律に。 

・ 市町村に対する補完、連絡調整事務は、市

町村合併の進展による市町村の規模・能力

の充実強化に伴い縮小。 
 

・ （基礎自治体が財政的な事由により、その

事務を十分に果せない場合）当該基礎自治

体を包含する広域自治体が、事務補完の中

心的な役割を担うべき。 

・ 道州は、できる限り市町村への関与はしな

い。 

・ 道州と市町村の役割分担や、市町村の事務

に影響を与える道州の立法に対し、事前に

市町村の意見を反映させるための協議の

場を設置。 

市町村の規模など 

 ・ 基礎自治体は一定の人口規模・財政規模を

有するものに移行すべき。 
・ そのため、市町村合併の推進により基礎自

治体の再編を進める必要。 
・ 基礎自治体の規模は人口だけでなく、最低

限処理すべき事務を定め、その水準を順次

引き上げる方法も。 
・ 小規模自治体に対しては、道州が補完する

方法のほか、近隣自治体への委託、広域連

合など水平補完も検討。 
 

・ 小規模自治体に対する補完は、従来のよう

な垂直調整よりも、道州と市町村の役割分

担を明確化するという観点から、市町村間

の水平補完によることも考えるべき。 

 ・ 市町村が、国民に最も身近な行政主体とし

て、生活や地域に関連する事務を幅広く、

総合的に担えるよう、市町村の「権限」、｢財

源｣、「人間」の「三げん」の充実・強化を

図る必要＝さらなる市町村合併、中核市・

特例市の形成の推進 
・ 市町村への補完は、安易に広域自治体の事

務とせず、極力、市町村間の事務委任や広

域連合の活用等により対応すべき。 

大都市制度 

・ 大都市圏にふさわしい仕組み、事務配分の

特例、税財政制度を設けることが適当。 

・ 特に首都機能が存する東京（区部またはそ

の一部）については、その特性に応じた特

例も検討。 

  ・ 総合的・一体的な大都市経営を行うために

は、現行制度は不十分。新たな大都市制度

を明確に位置づける必要。 

・ 大都市制度は大都市の規模、地域特性に応

じて定めるべき。 

・ 首都圏における道州は、少なくとも一都三

県を包含する範囲でなければならない。 

・ 首都圏には４政令市と東京圏における大

都市経営が必要な範囲が連たんしている

が、道州制下でこの地域の大都市経営の主

体をどうするかは今後、検討を要する。 

 

 

 

地方税財政制度 

・ 道州制の導入に伴う地方税財制度の改革に

ついては、今後検討。 

・ 「地方税中心の財政構造を構築して地方の

財政運営の自主性及び自立性を高める」必

要。 

・ 地方税による財政需要の充足度に、地域間

で大きな格差→地域間格差の是正が必要 

・ 国からの事務の移譲に伴い適切な税源移譲

を行う。偏在度の低い税目を中心とした地

方税の充実を図る。 

・ 各道州や市町村の税源と財政需要に応じ

た、適切な財政調整を行う制度を検討。 

・ 地方の自立に向け、２段階の税財政制度を

想定 

１ 第一段階 

① 自主財源の増強：個人所得課税、資産課

税、たばこ課税や道路特定財源を中心に、

国から地方へ税源移譲。 

② 国・地方間、道州間の財政調整：国から

の新しい交付金としてシビルミニマム交

付金を創設。社会保障、義務教育、警察・

消防を対象に、客観的な指標に基づき道

州に配分。既存の地方法人関係税による

道州間の調整システムを創設。 

③ 知的・社会的インフラ整備：各道州の競

争力を確保するため、必要な知的・社会

的インフラを国の責任で予め整備。 

④ 「東京問題」への対応：23区を国直轄に

・ 税源配分を抜本的に再構築し、地方の役割

に見合った地方税収を確保。 

・ 可能な限り偏在性が少なく、安定性のある

地方税体系を構築。 

・ 例えば、諸外国の例にならった共有税の導

入や国と地方の徴税事務の一元化も検討。 

・ 財政調整制度は、 

① 現行交付税制度を改革。地方の固有財

源としての位置づけを明確化し、総額

や配分方法は国と地方において決定。 

② 一部に道州間の主体的な水平調整を導

入。 

・ 地方が果すべき役割に見合った税源配分

を行うべき。 

・ 大都市には、交通ネットワークや物流拠点

の整備など大都市需要があることから、法

人を通じても応分の負担を求める必要。 

・ 固定資産税や市町村民税法人分のように

大都市経営に適当な税については、広域自

治体が大都市経営を行う場合、その財源と

することが必要。 

・ 団体間の財政調整については、それに対す

る依存の度合いを低下させるなど、持続可

能な制度に改革していくことが必要。 

・ ドイツの「共同税」を参考に、「基幹共同

税」の導入を提唱。 
（基幹共同税の基本的考え方） 

① 原資は、課税対象が国税と地方税で重複し

ている法人課税・個人所得課税・消費税と

する。 

② 徴収は道州の下に一元化。 

③ 地方間の財政格差を補うため、水平的調整

を導入。 

④ 配分は、国と地方の協議の場である調整機

関及び地方間の財源調整を行う「地方財政

調整基金」（仮称）を設け、イ.国と地方の

役割分担、ロ.基幹共同税以外の税収、ハ.

各団体の収税努力、行革努力を考慮して配

分。 
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して、その税収を各道州へ配分すること

も考えられる。 

 

２ 第二段階 

① 道州の財政需要は全て自らの税収で賄

う。 

② 国からの交付金は廃止 

③ 必要な税源移譲、新税の創設を行うほか、

道州間の調整も廃止。 

 

導入に関する課題 

・ 権限移譲や地方税財政制度の改革が、道州

制の検討を理由に遅れないように。 

・ 道州制は国と地方双方の政府のあり方を再

構築するものであり、国民生活にも大きな

影響。導入に関する判断は、国民的な論議

の動向を踏まえて行われるべき。 

・ 道州制導入の理念やプロセス等を規定する

推進法制の整備も考えられる。 

 

・ 道州制のメリット・デメリットを国民に分

かりやすく提示。地方分権改革等を連携し

つつ、道州制の導入を推進する必要。 

・ 道州制の先行モデルとなるよう、北海道で

の取り組みを推進。 

・ 国民意識を醸成し、理解を得ることが大き

な課題。 

・ 道州制特区の取り組みは、「国から権限とそ

れに伴う財源を地方自治体に大幅に移譲

し、これまで国が担ってきた役割を地方自

治体が十分に果せることを国民に証明でき

る絶好の機会」であり、これを推進。 

 ・ 道州制の導入に伴い考えられるデメリッ

トを最小限に抑え得るような制度設計。 
 （考えられるデメリット） 

① 国の地方に対する影響力の弱まり 
② 旧都道府県間の利害対立 
③ 都道府県を単位とした住民の帰属意識

の希薄化。 
④ 行政運営の巧拙が住民に与える影響が

大きくなり、却って地域間格差が拡大

する可能性。 

その他 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 公共投資に係る役割分担について一部で異

論。そのため国・道州・基礎自治体の役割

分担を例示していた表を素案から削除。 

・ 道州制の導入に慎重な意見あり  ・ 道州制の枠組みを憲法上位置づけるため、

改正草案を添付。 

国と道州の事務配

分に関するメルク

マール 等 

１ 道州制下においても、国が担う事務 

① 国際社会における国家としての存立に直

接関わる事務 

② 全国的に統一されるべき基本ルールや地

方自治に関する準則に関わる事務 

③ 国家規模でネットワーク形成や事業構築

等を図る必要のある事務 

④ 国家として取り組むべき高度な科学技術

や希少な資源に関する事務 

⑤ 国の行政組織に係る内部管理 

これら以外は、２に準じて道州の事務に区分す

る。 

 

２ 現在、国と都道府県の双方が対応している

事務の新たな配分 

① 事務の規模や範囲が複数の都道府県にわ

たることを理由に国が実施→道州へ 

② 大規模、影響が広範囲に及ぶものを国が

実施→国全体のネットワーク形成は国、

それ以外を道州へ。 

以下の三原則を柱にさらに議論。 

① 国が政策及び制度の基本、基準を定める

場合でも、その実施主体は道州及び基礎

自治体とする。 
② （国の）地方支分部局は廃止。その機能

は道州または基礎自治体へ移管。 
③ 国庫補助事業は、財源を付して道州また

は基礎自治体に移行。 

（広域自治体が担う事務のイメージ） 

① 圏域内の主要な社会資本形成の計画及び設

置管理 

一般国道、一級河川、地方空港 等 

② 産業振興及び雇用政策 

産業振興や観光の基本方針、職業紹介・

職業訓練 等 

③ 広域的防災対策 

広域防災計画の策定、広域災害時におけ

る市町村消防の指揮・調整 等 

④ 圏域内の環境保全対策 

地球温暖化防止対策、廃棄物対策、大気

水質汚濁防止対策 等 

⑤ 高度技術や専門的知識を必要とする行政分

野 

高次医療、感染症対策、高等研究施設の

設置運営 等 

⑥ 圏域内の市町村の補完及び連絡調整に関す

る事務 

・ 現在国の基準に基づき実施されている事

業で、地域の実情に即し、地方が自らの権

限と責任で実施した方が効率的、効果的な

ものは地方の役割とすべき。 

（例） 

① 児童手当の給付 

② 市街地の活性化事業 

③ 社会福祉法人の設立認可・指導監査 

④ 行政委員会等の組織編成（必置規定の

見直し） 

 

（今後広域自治体が担うべき事務事例） 

→ 権限移譲を前提とし、道州制の導入で対応

すべき。 

 

１ 広域事務（基礎自治体の区域を越える事

務、複数の基礎自治体にわたる事務、広域自

治体の圏域全体にわたる事務など） 

（例） 

① 広域的な各種計画の策定 

② 広域にわたる自然環境保全 

③ 大気汚染防止 

④ 広域交通の整備 

⑤ 産業・観光振興 

⑥ 雇用対策 

⑦ 大規模開発 など 

 
２ 連絡調整事務（国と市町村間の連絡調整、

市町村相互間の連絡調整など） 

（例） 

① 市町村間の利害調整 
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東京都自治制度懇談会 

「議論のまとめ」 

（平成18年11月） 

徳島県道州制等研究会 

「『真の地方分権時代』における『県のあり方』

に関わる研究報告書」 

     （平成18年９月） 

③ 国の指針に従い、都道府県が計画策定・

実施→国の指針策定を限定。道州が企画

立案から管理執行までを出来る限り一貫

して担う。 

④ 国が全国一律の基準を設置、都道府県が

実施→ナショナルミニマムなど国の基準

を限定。道州が基準の設定を含め、企画

立案から管理執行までを出来る限り一貫

して担う。 

⑤ 役割分担が法令上一の主体に専属させら

れていない施策→道州に一元化 

⑥ 設置・管理主体について法令上の限定の

ない施設→国の施設を基幹的・国家的な

ものに限定 

⑦ 国の機関が行う経由事務・連絡事務は廃

止 

⑧ 国による広域調整などは原則廃止。道州

間の広域調整は本府省で実施。 

⑨ 緊急時の国の支持等は必要な限り存置 

 
 
 

② 市町村合併の支援 

③ 国に対する地域の意見・要望の集約など 

 

３ 補完事務（事務の規模や性質などから、市

町村では分担困難又は明らかに非効率とな

る事務） 

（例） 

① 専門的な試験研究機関の運営 

② 高度医療体制の整備 

③ 大規模災害の復旧 など 

 

４ これまで国の地方支分部局等が担ってき

た事務のうち、国が行う必要性に乏しい事務

事業 

① 国道や一級河川の管理 

② 自動車運送業等の許可 

③ ホテル・旅館・旅行業の登録 

④ 広域産業・観光政策 

⑤ 職業訓練・職業紹介 

⑥ 農業振興 

⑦ 国立公園管理 など 

 
 
 


